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 本市は、第２期西予市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定するに当たり、第２次西

予市総合計画（以下「第２次総合計画」という。）の審議・検討と連携し、産官学金から

なる審議会を構成し、慎重に審議を重ね、ここに、次のとおり、第２期西予市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略（以下「第２期西予市総合戦略」という。）を策定する。 

 なお、本市は、第２次総合計画と同時に審議・検討をしていることから、人口減少対策

に集中しているものの、その内容は多分に重複することを予めお断りしておく。 

 

 

 

改訂履歴 

 

令和２年 12月 政策パッケージの変更 

令和３年５月 指標値の訂正 

令和６年６月 本文及び指標値の訂正 
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I 基本的な考え方 
 

１ はじめに 

 

１.本市の現状と第２期西予市総合戦略の策定 

 我が国は、生産年齢人口の減少や少子高齢化の進展により、65歳以上の高齢者の割合

が 2025 年には 29.6%1と予測され、本市においては 45.5%2と経験したことがない超少子

高齢化社会をいち早く迎える。加えて、国では地方と東京圏等の大都市圏3との経済的格

差の拡大等が、若い世代の地方からの流出と大都市圏への一極集中を招いている。本市

においても、同様の傾向にあり、松山市を中心に、四国近隣の県庁所在地へ転出超過が

続いており、歯止めがかかる状況にない。大都市圏の合計特殊出生率は低いままである

ため、大都市圏での労働力人口は今後減少とともに、世代交代と出身地意識の希薄化も

相まって、大都市圏へ都市圏から人口が吸い上げられ、都市圏へ本市のような小規模自

治体から人口が吸い上げられる、人口のバケツリレーともいうべき現象が発生する。 

 こうした人口減少や人口構造の変化は、集落の消滅、社会保障費の負担増加、税収の

減少による財政収支の悪化等、様々な分野にマイナス要因となり、それが悪循環し、状

況は一層悪化していく可能性が高い。このため、対処療法ではなく、根本的な課題を解

決していくための政策が必要となる。一自治体としての取組みで、これらを解決するに

は極めて難しい状況にあり、国の第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略をはじめとす

る国・県等の動きに呼応して、対応をしていかざるを得ない。 

 このような中、生産的でなく付加価値を創出しない形式的で形骸化したものにとらわ

れていては、本市のような小規模自治体では長期的には行政運営すら危ぶまれる。本市

は、健全な行財政運営を維持しながら、あらゆる力を結集して、既存の価値観、前例、

自治体間の横並び意識といったものに縛られずに、旧套墨守4、守株待兎5的な考え方を

打破して、改革・チャレンジ精神をもって、本市の特性を活かした独創的で質の高い政

策を果敢に実行し、市民が安心して暮らせるまちづくりを実現するため、まち・ひと・

しごと創生法（平成二十六年法律第百三十六号）第 10条第 1項の規定に基づき、国及び

県の第２期創生総合戦略を参考に、第２期西予市総合戦略を策定するものとする。 

 

 
1 令和５年度版高齢社会白書参照 
2 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年３月推計）」から算出 
3 第２期西予市総合戦略において、大都市圏とは東京区部及び政令指定都市を、都市圏とは大都市圏に含

まれない人口 50 万以上の市をいう。 
4 旧套墨守（きゅうとうぼくしゅ）とは、古い習慣を改めず、かたくなに守り続けること（広辞苑第六

版） 
5 守株待兎（しゅしゅたいと）とは、古い習慣を固守して時に応ずる能力のないこと（広辞苑第六版） 
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２.人口減少の原因と課題 

 

ア 人口減少の原因分析 

 行政は、その組織形態から縦割り的に行政課題をとらえがちであるが、人口減少がど

うして進んでいくのか、社会構造として何がどうなって現在の状況を生み出しているの

か、本市を取り巻く環境やそれぞれの課題を紐づけていくと、次のとおり、様々な要因

が複雑に連鎖している。人口減少がさらなる人口減少を発生させているのである。 

 

 

人口減少
加速

人口減少
加速

人口減少
加速

人口減少
加速

人口減少

市内の若
者が減少

出生数が
減少

出会いの
機会が減

学校統廃
合が加速

晩婚・未
婚の増加

コミュニ
ティ弱体

消防団活
動に不安

治安悪化
の懸念

文化の衰
退

子供教育
に不安

交通弱者
の増加

介護者の
増加

地域交通
維持

財政状況
の悪化

施設の維
持困難

職員の削
減

行政サー
ビス低下

市民負担
の増加

患者数の
減少

病院等経
営の悪化

救急医療
が不十分

地域医療
の弱体

職員の能
力不足

医療従事
者不足

市内の若
者が減少

空き家の
増加

活気のな
い中心部

出店がで
きない

若者の減
少が加速

経済規模
の縮小

景観悪化

商店減少

買い物が
不便

郊外へ買
い物に

商店街の
空洞化

起業文化
が未発達

資金調達
が困難

経済規模
の縮小

公共投資
に頼る

知名度が
低いまま

第一次産
業重視

企業誘致
重視

人財が育
たない

産業戦略
の不在

ジオの認
知度不足

不動産の
滞留

不動産が
割高

物が高く
売れない

観光客が
増えない

産業が育
たない

希望の職
種がない

出産子育
てに不安

収入不足
若者の減
少が加速

健康寿命
の低迷

高齢化

戦略なき
都市計画
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イ 人口減少が引き起こす課題 

 人口減少は様々な要因が複雑に絡み合って、加速度を増している状況である。具体的

に課題を列挙すれば、概ね、次のとおりである。 

 

 地域経済 

 人口が減少することにより、地域内消費が低迷してくるのは理論上当然のことで、

地域内消費が低迷し、企業・商業が低迷して働く場所がないため、転出するという負の

連鎖に陥る。人口が少ない地域では商店が閉鎖し、中心部へ買い物に行く必要がある。

高齢化が進み、交通手段が必要となるが、利用者が少なく運行本数は減少、又は廃止さ

れ、公共交通の利便性は悪くなる一方で、買い物へ行く機会を失い、少なからず地域内

での消費に影響を与えることとなる。 

 さらに業績悪化、経営を引き継ぐ若い世代が流出し、廃業する企業・個人事業主が存

在して、雇用の喪失が発生する。消費が減少することにより、市内総生産額は減少し

て、所得が減少する。物が売れなくなること、人が減ることにより雇用が確保できず、

企業の撤退が発生するおそれがあり、それに伴い人口減少が加速する可能性がある。 

地域経済分析システム（RESAS：リーサス）参照 

 

 市の産業構造を就業者数でみると、2016年では、第１次産業が 3.6%、第２次産業が

24.4%、第３次産業が 72.0%となっており、第１次産業は県の平均の 1.0%を上回り他市

町と比較すると第１次産業が占める割合が多くなっている。 

 愛媛県における農業経営者の平均年齢は 2015年 67 歳6で、後継者不足はあきらかで

 
6 地域経済分析システム（RESAS：リーサス）産業構造マップの農業参照 

2009 年 

産業別 
人 ％ 

 
2016 年 

産業別 
人 ％ 

2009→

2016 

減少率 

第１次産業 684 5.2 第１次産業 432 3.6 △36.8 

 

農業 296 2.2 

 

農業 250 2.1 △15.5 

林業 163 1.2 林業 69 0.6 △57.7 

漁業 225 1.7 漁業 113 0.9 △49.8 

第２次産業 3,378 25.6 第２次産業 2,959 24.4 △12.4 

 
建設業 1,551 11.7 

 
建設業 1,209 10.0 △22.1 

製造業 1,827 13.8 製造業 1,750 14.4 △4.2 

第３次産業 9,142 69.2 第３次産業 8,727 72.0 △4.5 

総  数 13,204 － 総  数 12,118 － △8.2 
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あり、西予市の耕作放棄地率7は 2010 年 15.9%だったが、2015 年には 17.6%8となって

おり、高齢化の進展にともなって、農業の担い手の減少、耕作放棄地の増大は不可避で

ある。 

 就業者数で最も減少率が大きいのは、第２次産業で、特に建設業は 2016年度には卸

売業、小売業・製造業に次ぐ３番目の売上高9となっているが、公共事業は縮小傾向に

あり、建設業就業者数は 2009年の 1,551人から 2016年の 1,209人へと激減しており、

雇用吸収の場として機能が衰えている。今後の市の財政状況を考慮すると公共事業の

抑制は続くため、現状の構造のままであれば、さらに悪化する可能性がある。 

 製造業（従業者４人以上）は、１事業所あたりの従業者数は 20人に満たない小規模

事業所がほとんどであり、地域雇用の核となる一定規模の企業の新規立地もほぼない

ため、事業所従業者数は 2009年の 1,827人から 2016 年には 1,750人へと 4.2%の減を

示している。 

 本市の特長として、福祉関連従事者が人口に占める割合が多く、福祉関連は地域の

大きな雇用の場として、貢献していると言えるものの、高齢化率は 2025 年の 45.5%を

ピークに低下していくことが予測されるため、高齢者施設や高齢者に特化した経営で

は立ち行かなくなる可能性がある。 

 

 医療・健康・介護 

 市内には西予市民病院と野村病院の２つの公立病院があるが、人口規模と財政状況

を勘案すると２つの病院を維持すると共倒れするおそれがある。一方、むやみに患者

数を増やすと保険料に影響し、こちらも財政の圧迫につながりかねない。 

 介護においては、認定者数やサービス利用者数は人口減少とは反比例して増加する

ことが予想され、介護保険事業財源の大半を負担する第２号被保険者（40～64 歳）の

年齢層が減少して、介護保険の運営が立ち行かなくなるおそれがある。 

  

 結婚・出産・子育て 

 結婚は晩婚化が進み、周りが結婚しないから等、価値観の多様化や変化によって、結

婚の必要性を感じない人が多くなり、婚期を逃すというようなケースも散見される。

また、出会いがないという人が多くなる一方で、積極的に出会いを求める人が少ない

との指摘もある。 

 結婚・出産・子育てに関する意識調査では、理想の子どもの数が持てそうにない理由

で、結婚相手にめぐりあえそうにないという回答が 17.4%を占め、さらに結婚を希望し

ている人への公的支援について尋ねると、「婚活イベントの企画や助成」が 43.3%、「結

 
7 耕作放棄地率とは、（総農家の耕作放棄地面積＋土地持ち非農家の耕作放棄地面積）÷（総農家の経営

耕地面積＋総農家の耕作放棄地面積＋土地持ち非農家の耕作放棄地面積） 
8 地域経済分析システム（RESAS：リーサス）産業構造マップの全産業参照 
9 地域経済分析システム（RESAS：リーサス）産業構造マップの全産業参照 
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婚を希望する人に対する登録・紹介制度」が 25.7%となっており、若い年代が「婚活イ

ベントの企画や助成」、年代が上がるにつれ「登録・紹介制度」を選択した人が多い結

果となっている。 

 意識調査を行うと婚活イベントや登録・相談制度を求める人が多いが、一方で積極

的に出会いを求める人が少ないというギャップが起こっている。 

 出生数に関しては、若い世代の減少、婚姻率の低下により婚姻件数はますます減少

し、さらに晩婚化で出生数が減少する悪循環となっている。結婚・出産・子育てに関す

る意識調査では、理想とする子どもは３人が 51.2%と最も多くなっているが、希望通り

持てそうかとの問いに対し、48.8%は「どちらかというともてそうにない」、「もてそう

にない」と回答しており、「年齢や健康上の理由」、「子育てや教育にお金がかかりすぎ

る」がその理由として大半を占めている。晩婚化も影響し、初産婦の年齢が約 29歳に

なっており、こちらも出生数が増加しない原因となっていると考えられる。 

 婚姻・出産の早期化については、結婚資金や子育て、教育費に費用がかかることがネ

ックとなり、収入が低い若い世代にとっては大きな負担になることから、結婚・出産を

ためらう傾向がうかがえる。 

 

 社会インフラ 

 社会インフラの最も大きな課題として施設の老朽化があり、旧町時代に公共施設を

整理せずにそのまま受け継いだため用途が重複する施設が多く、利活用されていない

非効率な施設が残されている。その施設を維持していくには多くの維持管理費がかか

り、厳しい財政状況下でさらに財政負担を伴うことになる。 

 このような財政状況の下、人口減少する中でこのまま社会インフラを維持していく

ことは困難であるものの、依然として社会インフラを求める要望は多く、維持管理費

を削減するどころか、新たな施設等の建設により、維持管理費が増える傾向にある。 

 人口が減少していく中、水道や道路、公共施設等の社会インフラといった市内のほ

とんどの社会インフラは老朽化によって、更新時期を迎えていることから、今後財政

状況が一層悪化するおそれがある。 

 

 地域コミュニティ 

 周辺部の過疎地域においては、小規模かつ高齢化した集落が多く点在しており、従

来の集落運営方法では地域コミュニティの維持が困難である。こうした「小規模・高齢

化集落」では、集落単体での地域コミュニティの底上げを図ろうにも担い手が慢性的

に不足している状況であり、さらに、若者の流出が拍車をかけている状況にある。 

 

３.夕張市に学ぶ 

 財政破たんした夕張市の主な原因として、炭鉱閉山による人口の大幅な減少と閉山対
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策、石炭に代わる産業、雇用の場として、第３セクターによる観光施設の整備と振興に

取り組み、過剰な投資を行った結果とされている10。 

 財政破たん後の６年間で 3,000人近く減少し、ピーク時の１割以下となっており、高

齢化率は約 45%で全国トップ、15歳未満の人口比率は全国最低になっている。また、行

政サービスは、ゴミ収集の有料化、軽自動車税は破たん後に 1.5倍等、あらゆる利用料

金が全国で一番高く設定され、「全国で最高の負担、最低の行政サービス」となっている。 

 人口減少の側面では、財政破たん後、20 代後半と 30 代前半の減少率が大きく、その

子ども世代年齢の減少率も多いことから子どもがいる若い世帯の転出があったことが

考えられ、緩慢で非効率な財政支出が人口減少につながることを物語っている。 

 財政破たんした状況がどうなるか理解している市民は必ずしも多くはないと思われ

るが、自分とは無関係ではなく、気を引き締めておかなければ、明日は我が身である。 

 

財政破たん前後における年齢階層別人口減少率 

   2000年→2005年 2005年→2010年 

   男 女 男 女 

5－9歳 → 10－14歳 -6.4% -9.7% -11.0% -15.6% 

10－14歳 → 15－19歳 -29.3% -25.6% -27.3% -26.3% 

15－19歳 → 20－24歳 -39.7% -44.1% -36.5% -44.4% 

20－24歳 → 25－29歳 10.80% 3.10% -7.00% -3.30% 

25－29歳 → 30－34歳 5.40% -14.50% -1.10% -19.70% 

30－34歳 → 35－39歳 6.60% -7.20% -3.50% -13.20% 

35－39歳 → 40－44歳 0.00% -1.00% -4.40% -11.10% 

40－44歳 → 45－49歳 -7.30% 2.90% -3.90% -6.70% 

45－49歳 → 50－54歳 0.00% 6.00% -2.70% -9.00% 

50－54歳 → 55－59歳 -6.10% -2.50% -10.40% -11.20% 

出典：北海道 13-夕張 4 去った人残った人（北海道）-島田恵司 村を行く・町を行く 

 

２ 第２期西予市総合戦略について 

 

１.第２期西予市総合戦略の位置づけ 

 第２期西予市総合戦略は、まち・ひと・しごと創生法（平成二十六年法律第百三十六

号）第 10条第 1項の規定に基づき、努力義務の一環として策定するものであり、本市の

計画体系としての位置づけは、第２次総合計画の下位計画と位置付けられる。 

 

 
10 夕張市の財政破綻の軌跡と再建の課題（自治総研通巻 384 号 2010 年 10 月号）参照 
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２.第２次総合計画11との整合性 

 第２次総合計画は、超少子高齢化社会と人口減少社会を特に課題と認識して策定され

ており、また、第２期西予市総合戦略は、第２次総合計画の下位計画であることから、

整合性を確保しなければならず、これらの課題に特化した計画である。 

 

３.第２期西予市総合戦略の計画期間 

 第２期西予市総合戦略の計画期間は、第２次総合計画の期間を２年延長したことから、

整合性を図る必要があるため、2020年４月１日から 2027年３月 31日までの通算計画期

間を７年間とする。 

 

３ 基本的視点 

 人口減少を緩和し、地方創生を成し遂げるため、次の基本的な視点から、人口、経済、地

域社会の課題に対して一体的に取り組むことが何よりも重要である。 

 

① 都市圏への人口流出に歯止めを 

 本市から都市圏への人口流出に歯止めをかけるため、都市圏と同じ土俵で魅力を勝

負するのではなく、故郷を愛する人財を育成し、新しいことにチャレンジすることによ

って、成長し、しごとを生み育て、人を呼び込み、生涯暮らせるまちづくりを実現する。 

 

② 若い世代にもチャンスを 

 若い世代の都市圏への片道切符を解消するため、当該世代が安心して就労し、希望通

り結婚し、妊娠・出産・子育てができるような社会環境を実現する。 

 また、若い世代の起業・創業支援や事業承継を促し、稼ぐ地域をつくるとともに、安

心して働くことのできる仕組みを実現するための人財育成等を積極的に推進する。 

 

③ 地域間連携を 

 本市の予算と人員で行えることは多くなく、また近隣市町も同様の悩みを抱えてい

ることから、これらの市町だけではなく、市内外の関係者とのさらなる連携と機能分担

を模索し、より効率的な行政運営を実現する。 

 

④ 新しい人の流れを 

  地域への新しい人の流れをつくるため、移住・定住対策に加え、地域課題の解決や将

来的な移住に向けた裾野を拡大するため、定住には至らないものの、地域に継続的に多

様な形で関わる関係人口の創出・拡大を推進する。 

 
11 第２次西予市総合計画は 2024 年 3 月に基本構想を変更し、計画期間を令和８年度までの 11 年間に改

訂した。 
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⑤ 誰もが活躍できる地域社会を 

  女性、高齢者、障害者、外国人など誰もが居場所と役割を持ち活躍できる地域社会を

実現するため、共助、互助の考え方も踏まえたコミュニティの形成を図り、新たなビジ

ネスチャンスの創出を実現する。 

 

⑥ 持続可能な開発目標（SDGs）まちづくりを 

  少子高齢化・地域格差・貧富の差などの課題を解決し、一人ひとりが快適に暮らせる

社会を実現するため、Society5.0 の様々な技術を活用することで、新しい価値やサー

ビスを創出し、いつまでも住み続けられるまちづくりを実現する。 

 

 これまでの社会形成の過程によって、構造的に生じてしまったこれらの問題を解決する

には、解決する強い意志を持ち続けた上で、長期間かかることが予想される。本市が人口減

少自体を克服することは難しいが少しでも歯止めをかけ、日本全体が衰退することを避け

るためにあらゆる可能な方策をとらざるを得ない。 

 

４ 好循環に向けて 

 条件さえ整えば、地方に住みたいと希望する方々は多くいると聞く。本市は、条件不利地

域であるが、居住地に向いた用地の少ない南予に限って目を向ければ、沿岸部、中山間部は

別として、居住に適する盆地部には農地をはじめとする市街化されていない用地が未だ豊

富にある。つまり、発展余地が残されている。事実、南予地域からの人口は流入超過状態で

ある。このため、本市のみならず、周辺市町に仕事が適度に存在し、住生活環境が良好であ

れば、本市の将来性を過度に悲観し、活動意欲を削ぐ必要はない。そのためにも関係する者

が広く連携する必要があり、それぞれが適切な役割分担をしていく必要がある。 

 国が示す「地方に、「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環

を確立することで、地方への新たな人の流れを生み出すこと、その好循環を支える「まち」

に活力を取り戻し、人々が安心して生活を営み、子どもを産み育てられる社会環境をつくり

出す」という好循環の流れを周辺市町と連携し、作り出すことが極めて重要である。 

 このため、次に示すような、まち・ひと・しごとの創生に取り組むことが必要である。 

 

１.しごとの創生 

 国も指摘しているように、人は仕事に「賃金」「安定」そして「やりがい」を求めるよ

うになったと考えられる。特に、大学全入時代12に突入し、高学歴化が進むことにより、

その流れは加速化する可能性がある。本市は行政であり、しごとを生み出す専門家では

 
12 全大学の入学志望者総数が大学の定員総数を下回り、えり好みしなければ志望者全員がいずれかの大

学には入学できるようになる時代。全入時代。（デジタル大辞泉参照） 
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なく、それはあくまで民間が行うべきことである。 

 本市の地域経済については前述のとおりであるが、それに対し本市は第一次産業への

経営支援と企業誘致（特に工場誘致）の二本柱として産業政策に傾注し過ぎたため、現

在発生している可能性のある雇用のミスマッチ13を解消することは難しく、仮にこれら

の産業が発展したとしても、雇用のミスマッチにより担い手不足に陥ってしまうおそれ

がある。 

 このため、本市はまずこの二本柱の認識を改めることから始めなければならない。認

識を改めた上で、地域に根付いた第三次、第二次産業にも目配せをしていかなければな

らない。労働力人口が減少していく中で、老若男女問わず、誰もが活躍できる地域社会

の実現が求められる。 

 

２.ひとの創生 

 本市の住生活環境は、都市圏と比較すれば利便性の観点から魅力が薄れるものの、都

市圏にはない魅力があるのもまた事実であり、類似の自治体は多いことから、競合する

こともまた多い。 

 このように競合ひしめく中、しごとの創生を図りつつ、若者の地方での就労を促すと

ともに、内部人財の育成と外部人財の獲得、この両輪をうまく進めながら、地方への移

住・定着、関係人口の創出・拡大を促進するため、あらゆる政策を動員する必要がある。 

 このためには、国や県の助成等を確保しつつ、暮らしの環境を心配することなく、地

方でのしごとにチャレンジでき、安心して子どもを産み育てられるよう、結婚から妊婦・

出産・子育まで、切れ目のない支援を実現することが求められる。 

 なお、本市は財政基盤脆弱であることから、他の自治体の横並びを意識するなどによ

り、家計等における安易な財政支援をしてしまえば、財政がひっ迫し自治体運営の維持

もままならない状況に陥る可能性があるなど、後顧の憂いとなることに留意すべきであ

る。 

 

３.まちの創生 

 しごとの創生とひとの創生が機能し、悪循環を解消せしめ、好循環としていくために

は、地方での生活やライフスタイルの素晴らしさを実感し、安心して生涯暮らせるまち

づくりが必要となる。特に、IoTや AIなどの最新テクノロジーを活用した Society 5.0

の推進により、誰もがその気になりさえすれば、世界の誰とでも容易につながり、ほし

い情報にアクセスすることができ、都市圏との格差を解消するためにも、必要なインフ

ラである。 

 また、行政インフラの過度な分散による経費増加を抑制し、人の孤立を生み出さない

 
13 平成 23 年度学校基本調査によると大卒者における農林漁業従事者及び生産工程従事者への希望者はわ

ずか数％に過ぎない。 
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ためにも、まちのコンパクト化、公共交通網の形成推進、災害への備えなど、本市の特

性に即した地域課題の解決と、活性化に取り組むことが求められる。 

 

 これらの取組みは、相互に一体的に取り組まれ、相乗効果を上げていく必要がある。その

ためには、直感行政から脱却し、データをもとに効果を検証しながら、希望を捨てず、失敗

を創意工夫によって乗り越えていく忍耐力が必要である。現在の社会構造は昨日今日、急に

出来たわけではない。課題は根深く、本市の状況を冷静に見れば、容易に解決はなされない

だろう。ゆえに、何よりも、粘り強さが求められる。 
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II 政策の企画・実行に当たっての基本方針 
 

１ 従来の政策の検証 

 本市がこれまで講じてきた、地域経済・雇用対策や少子化対策については、個別の政策、

個別の課題にとっては、一定の成果が認められるものの、大局的に見れば、人口減少に歯止

めがかかっているどころか、社会構造の変化にあらがえず、人口減少が加速しているといっ

た傾向にある。その要因として、国が指摘する(1)「府省庁・制度ごとの「縦割り」構造、

(2)地域特性を考慮しない「全国一律」の手法、(3)効果検証を伴わない「バラマキ」、(4)地

域に浸透しない「表面的」な施策、(5)「短期的」な成果を求める施策といった点が挙げら

れており、本市にも当てはまるものがある。本市として追加をするのであれば、次の点も要

因と考えられる。 

 こういった現状を、本市の政策に係る者は誰しも肝に銘じ、現状を反省し、その実効に取

り組まなければならない。 

 

１.総花的な政策 

 本市の財政力、人財力からすれば、都市圏のような広範囲の政策をあれもこれもやれ

る余裕はなかったが、合併を優先させたために、合併前から存在していた旧町単位の政

策を縮小・廃止することには時間がかかってしまっている上、新市の特色ある政策が追

加され、政策が調整されず、類似の事業や小粒な事業が乱立し、企業・人財育成などの

ソフト的な事業は中途半端になってしまったものも散見される。 

 

２.過度な公平性と市民の行政依存症 

 行政は憲法に謳う法の下の平等原則に基づき、平等、公平を尊重してきた。しかし、

憲法の保障していない領域にまで過度の公平性を持ち込んでしまえば、努力する者がい

なくなってしまう。その流れの先にあるのが、自治機能を含むあらゆる面での行政依存

である。これを安易に許容してきてしまったため、自縄自縛で動きづらくなってしまっ

ている。 

 

３.保護主義政策 

 大都市圏、都市圏では市場競争により、生産性を高め、成長が促されている側面があ

る。一方、本市においては、市内の中小企業を保護する観点から、市内の事業者を競わ

せて成長を促すのではなく、経営を維持させようと保護する政策を重視してきた。結果

として、市内の事業者の高度化、大規模化が進まず、雇用のミスマッチを助長してしま

っている可能性がある。市内の産業を維持することは重要ではあるものの、このような

形が継続すれば、ますます、大都市圏、都市圏に人財が吸収される可能性がある。 
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４.行政批判恐怖症 

 本市のような小規模自治体は、改革を推し進めつつ、小さな失敗を繰り返し、大きな

成功を掴む以外に残された道はない。にもかかわらず、未だ聞いていない一部の市民か

らの批判を過度に恐れる傾向があり、このため、小規模な改革ですら前に進まないとい

うこともしばしば散見される。 

 

５.企画立案力不足 

 これらに共通するのは、職員の企画立案能力不足である。事務処理能力は向上しつつ

あるものの、企画立案能力不足は長年課題となっており未だに解消できていない。課題

に気づき、データで確認し、課題解決策について新しいことを企画し、スケジュールを

立て、それを実行し、効果を検証して、見直すといった一連のプロセスに慣れておらず、

結果として一部の有能な職員に負荷が発生している。 

 また、企画立案能力不足を補うため、視察や研修等への参加を行っているが、ＯＪＴ

の意識が希薄であり、研修等の内容を職場で活かしきれず、能力向上に寄与していない

可能性がある。また、視察や研修等の内容を真に受けすぎ、自ら考えずに、始めてしま

う事業も散見される。 

 

２ まち・ひと・しごとの創生に向けた政策原則 

 こうした従来の政策の弊害を排除し、人口減少の克服と地方創生を確実に実現するため、

国が示す５つの政策原則、第２次総合計画の基本理念及び西予市綱領八策を踏まえ、関連す

る施策を展開するものとする。 

 

第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 

Ⅱ．政策の企画・実行に当たっての基本方針 

２．まち・ひと・しごとの創生に向けた政策５原則 

「まち・ひと・しごと創生」政策５原則 

（１）自立性 

 各施策が一過性の対症療法的なものにとどまらず、構造的な問題に対処し、地方公

共団体・民間事業者・個人等の自立につながるようなものであるようにする。また、

この観点から、特に地域内外の有用な人財の積極的な確保・育成を急ぐ。 

 具体的には、施策の効果が特定の地域・地方、あるいはそこに属する企業・個人に

直接利するものであり、国の支援がなくとも地域・地方の事業が継続する状態を目指

し、これに資するような具体的な工夫がなされていることを要する。また、施策の内

容検討や実施において、問題となる事象の発生原因や構造的な背景を抽出し、これま
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での施策についての課題を分析した上で、問題となっている事象への対症療法的な

対応のみならず、問題発生の原因に対する取組を含んでいなければならない。 

 

（２）将来性 

 地方が自主的かつ主体的に、夢を持って前向きに取り組むことを支援する施策に

重点を置く。活力ある地域産業の維持・創出、中山間地域等において地域の絆の中で

心豊かに生活できる環境を実現する仕組み等も含まれる。なお、地方公共団体の意思

にかかわらず、国が最低限提供することが義務付けられているナショナルミニマム

に係る施策に対する支援は含まれない。 

 

（３）地域性 

 国による画一的手法や「縦割り」的な支援ではなく、各地域の実態に合った施策を

支援することとする。各地域は客観的データに基づき実状分析や将来予測を行い、

「都道府県及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定するとともに、同戦

略に沿った施策を実施できる枠組みを整備する。国は、支援の受け手側の視点に立っ

て人的側面を含めた支援を行う。 

 したがって、全国的なネットワークの整備など、主に日本全体の観点から行う施策

は含まれない。施策の内容・手法を地方が選択・変更できるものであり、客観的なデ

ータによる各地域の実状や将来性の分析、支援対象事業の持続性の検証の結果が反

映されるプロセスが盛り込まれていなければならず、また必要に応じて広域連携が

可能なものである必要がある。 

 

（４）総合性 

 限られた財源や時間の中で、最大限の成果を上げるため、ひとの移転・しごとの創

出やまちづくりを直接的に支援する施策を集中的に実施する。施策の効果をより高

めるため、多様な主体との連携や、他の地域、施策との連携を進めるなど、総合的な

施策に取り組む。その上で、限られた財源や時間の中で最大限の成果を上げるため、

直接的に支援する施策に取り組む。 

 

（５）結果重視 

 効果検証の仕組みを伴わないバラマキ型の施策は採用せず、明確な PDCAメカニズ

ムの下に、短期・中期の具体的な数値目標を設定し、政策効果を客観的な指標により

検証し、必要な改善等を行う。 

 すなわち、目指すべき成果が具体的かつ適切な数値で示されており、その成果が事

後的に検証できるようになっていなければならない。また、成果の検証結果により取

組内容の変更や中止の検討が行われるプロセスが組み込まれており、その検証や継
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続的な取組改善が容易に可能である必要がある。 

 

第２次西予市総合計画 

I 総論 

４ 基本理念 

１． 基本理念 

一、常に危機感 

一、常にチャレンジ 

一、常に一歩先行く 

一、常に市民と共に手をとりあって 

 

２． 西予市綱領八策 

一、地域のたからを活用し、 

一、市全体で 

一、スピード感を持って 

一、新しいことにチャレンジすることによって、 

一、成長し、 

一、しごとを生み、育て 

一、ひとを呼び込み 

一、生涯暮らせるまちづくりを実現する。 
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３ 取組み体制と PDCAの整備 

 

１.事業管理14の意義 

 西予市総合戦略は、2019年度で第１期の計画期間を終え、2020年度より第２期へと移

行する。西予市総合戦略に基づく施策の実施状況及び KPIの達成状況については、西予

市まち・ひと・しごと創生総合戦略事業評価委員会（以下「外部評価委員会」）において

評価検証を行い、その結果を市政に関する事業に反映させ、地方創生の実現を目指して

きた。しかし人口減少、人口流出はとどまることが無く、引き続き、外部評価委員会に

よる事業の検証だけではなく、政策全般について内部評価を強化し地方創生に取り組む

ことが必要である。 

 内部評価については平成 18 年度に行政評価システムを導入したが、経験不足の状態

からの出発であるにもかかわらず、いきなり理想的なアプローチを採用したため、予算

と十分に連動せず評価のための評価となってしまったために、真の意味で PDCA サイク

ルが機能しているとは言い難い状況であった。 

この反省を生かし、第２期西予市総合戦略では事務事業、基本事業の進捗管理を適正

に行うため、2018年度に行政経営システムを導入し、2019年度に試行運用を行い、2020

年度よりシステムを本格稼働させ、事業及び施策の進ちょく管理、目標管理を行うとと

もに、成果による予算への反映を行うこととした。これら外部・内部の両輪による評価

を行い第２期西予市総合戦略が絵に描いた餅にならないようにする。 

 

２.PDCAサイクルの確立 

 

ア 事業管理体制 

 事業管理が不慣れな本市において、目標管理及び進ちょく管理が機能するためには、

管理を努力可能な水準に単純化し、現場で定着するまで繰り返すことが何より重要とな

ってくる。このためには、管理体制を整えた上で、毎年度必ず行う（ルーティーン化）

とともに、予算反映と過度な業務負担が生じないよう、予算編成過程に組み込んでいく

ことが重要である。 

 また、進ちょく管理や目標管理について、本市の状況をよく理解する専門家がいない

状況の中、市民らで構成する第三者機関等が毎年度定期的に評価することは、市民感覚

は重要であるものの、行政実情の見識が十分でない方々に直感的な評価を行わせれば、

評価責任が曖昧になるため適切ではない。一方で、自己評価だけを行う場合にはお手盛

り評価になりがちであり、これも避けなければならない。 

 このため、次のとおり、進ちょく管理は事業全体に関連することから事業全体の調整

 
14 プロジェクトマネジメントともいう。事業を、計画に基づき、体制、計画の目的、目標、納期、品質等

を確保するために、行う管理手法の集合体をいう。 
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役として政策推進課が、目標管理は効果検証の一環であり予算査定と密接に絡むことか

ら予算編成権を持つ財政課がそれぞれ行うことで、お手盛りにならず、専門的に評価を

し、政策全体の調整及び予算編成が可能となる。 

 加えて、理事者らによる最終的な意思決定も必要となることから、引き続き、政策推

進課を事務局とした外部評価委員会への評価を実施し、市政に反映することとする。 

 

イ 事業管理スキーム 

 以上を踏まえ、７年間の PDCAサイクルを確立するための事業管理スキームは次の表

のとおりとし、行政経営システムによる内部評価を随時実施するとともに、学識経験

者等による外部評価を年に１回以上実施する。また、これらの評価を予算に反映する

ため、予算編成方針に盛り込むこととする。 
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III 今後の政策の方向 
 

１ 政策の基本目標 

 「総合戦略」は、施策の「成果目標」を明確に設定し、それに基づき適切な施策を内容と

する「政策パッケージ」を提示するとともに、政策の進ちょく状況について重要業績評価指

標（KPI）で検証し、改善する仕組み（PDCAサイクル）を確立する必要がある。 

 こうした観点から、政策の「基本目標」については、本市の人口・経済の中長期展望を示

した「第２期西予市人口ビジョン」を踏まえ、第２期西予市総合戦略の目標年次である 2027

年において本市として実現すべき成果（アウトカム）を重視した数値目標を設定している。 

 

１.２つの「基本目標」 

 国の第２期総合戦略の基本目標に合わせ、第２期西予市総合戦略における基本目標は

次のとおりとする。 

 

ア 若者が戻ってくる雇用創出 

 起業・創業や事業承継を中心として、高学歴となった若者が積極的に地元に戻ってく

るための雇用創出支援を行う。観光・物産販売など第一次産業との相乗効果を上げやす

い産業の振興を行う。特に、観光においては、観光関係の施設が相互にバラバラに動い

ており、企画も単発になりがちであることから、これらをコラボレーションして取り組

んで行く必要がある。市外から観光客の流れを作るためには、メジャーになった版権も

のとのコラボレーションも積極的に行い、プロモーションをしていく必要がある。 

 また、第一次産業において、その産業イメージをクールでカッコいい職業に変化させ、

集団化することで役割分担を図り、就業促進と規模拡大を図っていく。 

＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

○ 現在の社会減少率が 2045年までに段階的に半減、2045年以降はその状態を維持 

○ 2027年における市内総生産 800億円維持 

 

イ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 若い世代の結婚・子育ての希望が実現するならば合計特殊出生率は 1.8程度の水準ま

で改善することも見込まれている。そのためにも、まずは出会いの場の減少を解消する

必要がある。歳を重ねるごとに結婚しづらくなることもあり、若い世代のうちから出会

いの機会を多く設けることが必要である。 

 出会い・結婚・出産・子育てと切れ目のない支援を行うことにより、合計特殊出生率

を上昇させる。 
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＜重要業績評価指標（KPI）＞ 

○ 2035年に現在の合計特殊出生率 1.59から、段階的に 2.00に上昇 

○ 2027年における総人口 35,000人維持 
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IV 政策パッケージ 
 

 西予市総合戦略においては、総合計画の各政策パッケージと連動し、超少子高齢化社会、

人口減少社会に対する対応に特化した政策をパッケージ化した。 

 課題は複雑に絡み合いながら発生していることから、市内の関係機関が協力して、一致団

結して取り組む必要がある。これは財政と人員の厳しい本市の状況からすれば必然的でも

ある。このように、一部局だけ行動するのではなく連携していくことが求められる。 

 内容については、進ちょく管理、目標管理による見直しのほか、国や県の検討状況に応じ、

不断に見直していくこととする。 
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１ 政策パッケージの体系 

 

 

1 空き店舗・空き地活用の推進

2 事業所の経営支援

3 企業誘致と創業支援

1 持続的な農業経営への基盤づくり

2 地産・地消の推進

3 経営安定化への支援

4 畜産・酪農の推進

5 特産品・産地化の推進

1 林業事業体の育成支援

2 林業環境の基盤整備

3 森林除間伐の推進

4 市産材の活用促進

1 水産物流通円滑化の推進

2 水産業の担い手育成

3 漁港の整備と維持管理

1 観光施設の活用と適正な管理

2 観光推進組織の強化

3 イベントによる観光の促進

4 ジオパークの普及推進

1 幼保機能の充実／保育サービスの充実

2 全ての子どもが健やかに育つ支援

3 子育て家庭への経済援助

4 家族形成の支援

1 確かな学力の育成

2 健やかな体の育成

3 豊かな心を育む

4 教育環境の整備

5 地域の特色を活かした学習の推進

6 地域と共にある学校づくり

7 安全な通学環境整備と放課後活動の充実

1 早期発見・早期治療の促進

2 生活習慣の改善による疾病予防

3 心の健康づくり

4 母子の健やかな成長支援

1 地域医療(市民病院等）の継続的運営への取組み

2 救急医療の確保

3 国民健康保険財政の健全運営

1 常備消防・救急体制の確保

2 常備消防施設装備の整備

3 警防・予防体制の充実

4 消防団活動の推進

1 社会参加促進と連携による見守りの推進

2 介護予防の推進

3 地域包括ケアシステムの推進

4 住み慣れた地域で暮らせる介護環境づくり

5 介護保険の適正利用（継続的な介護保険運営）

1 自立支援・地域生活支援サービスの利用促進

2 障がい者への経済援助

3 障がいに対する理解の推進

4 社会参加の促進

1 自立支援と適正な生活保護

2 生活困窮者対策の推進

3 インフォーマルサービスの推進

4 窓口業務のワンストップ化

ひとづくり2

2

3

8

4

5

6

子育て支援の推進

学校教育の充実

7

健康づくりの推進

継続的な医療体制づくりの推進

火災・救急体制の整備

高齢者福祉・介護保険の推進

障がい者福祉の推進

商工業の振興

農業の振興

森林保全と林業の振興

水産業の振興

観光の振興

1

政策 施策 基本事業

1

1

2

3

4

5

しごとづくり

セーフティネットの確保と地域福祉の推進
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1 生涯学習施設の管理

2 生涯学習機会の充実

3 地域・学校との連携

1 人権教育の推進

2 人権の擁護

3 男女共同参画の推進

1 スポーツ推進の基盤整備

2 スポーツ機会の充実

3 競技スポーツの支援

4 スポーツ施設の管理と利用促進

1 文化財の保護

2 文化施設の適正化と維持管理

3 特色ある文化施策の取組み

1 市街地整備及びコンパクトシティの推進

2 地域計画の策定によるまちづくり

3 遊休資産の有効活用

4 公園の維持管理

5 国際化・地域間交流の推進

6 市内高等学校の魅力化

7 大学連携の推進

1 コミュニティ施設の管理・再編

2 支所・公民館機能の再編

3 地域主導の地域づくり

4 市民活動の活性化

1 地域防災力の強化

2 防災情報システムの整備

3 空き家の安全管理

1 交通安全対策の推進

2 防犯対策の推進

3 被害にあわない・被害を軽減する取組みの推進

1 道路の整備と維持管理

2 橋梁の整備と維持管理

1 水道施設の整備・更新

2 安定した上水道経営の推進

3 水質の保全

1 汚水処理施設・管渠の維持管理

2 安定した下水道経営の推進

3 汚水処理施設への接続促進

1 適正な廃棄物処理

2 減量化・資源化の推進

3 生活環境の改善

4 自然への負荷低減

5 生物多様性の保全・推進

1 ICT利活用の促進

2 情報提供及び発信の強化

3 庁内システムの整備と管理

1 財政運営の健全化

2 信頼される職員・組織・人事管理

3 成果志向・効率的な仕事の推進

4 移住・定住・安住への取り組み推進

5 公共施設マネジメントの推進

6 情報公開と保護

7 適切な事務の執行（内部統制的）※会計課、議会事務局、選挙、監査等含む

2 ひとづくり

施策 基本事業政策

自然環境・生活環境の保全

地域情報化と情報発信力の向上

持続的な行政経営への取り組み推進

市民協働の推進

防災・減災対策の推進

交通安全・防犯対策の推進

道路・橋梁整備と維持管理

水道水の安定供給

汚水処理の推進

14 行財政

7

8

9

3 まちづくり

持続的な市域へのデザイン

4

5

6

9

10

11

12

1

2

3

文化の振興

生涯学習の推進

人権の尊重と男女共同参画の推進

スポーツの振興
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２ 様式の説明 
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